
- 71 - 

 

「 台 東 区 健 康 推 進 委 員 と の 語 る 会 」 

日時：10月25日（火） 午後６時30分から（会 場：区役所庁議室） 

 

 

◇傾いた町会掲示板について 

質問 回答 対応 

昭和通りと蔵前橋通りが交差する場所

に、町会の掲示板がありますが、長い間傾

いたままで見苦しいです。 

補修するか、建替えてほしいと思いま

す。場所柄、区外の人たちの目に付くた

め、気になります。 

担当の区民課の職員が現場確認を行い、以

前調査したときよりもさらに車道側への傾

きを確認しました。 

修繕について業者に相談したところ、植樹

帯の根が掲示板の基礎を押し上げたために、

傾いた可能性があるとのことでした。植樹帯

の中にある掲示板のため、造園工事も必要に

なります。関係部署と協議し、根の張り具合

を確認しながら作業することになるため、少

しお時間をいただきますが、必ず修繕などの

対応を進めてまいります。 

町会長とも相談しながら対応を進めてま

いります。 

 

※令和５年１月、埋め戻しの工事を実施し、

傾きを改善しました。（区民課） 

◎ 
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◇健康推進委員について 

質問 回答 対応 

私は、設立当初から健康推進委員を拝

命しています。自分なりに友人や知人、町

会等を通して活動を広報していますが、

なかなか広がっていきません。 

この先、どのように活動したら良いか、

区としての考えを教えてください。 

現在、ライフスタイルの変化や新型コロナ

ウイルス感染症による社会状況の変化で、活

動の広がりに苦慮されていると思います。 

健康推進委員の活動は、23区初で平成３年

のモデル事業から継続して行っていただい

ており、地域の健康づくりを支援する素晴ら

しい活動です。現在、健康推進委員の活動を

広報たいとうへの掲載や、区公式ホームペー

ジ、リーフレットにより周知しているところ

ですが、今後、さらにホームページの内容を

工夫するなど、区民の方への周知を積極的に

行っていくことを検討しています。 

そして、効果的な周知や今後の活動につい

て、健康づくりのリーダーである委員の皆様

とともに考えていきたいと思います。 

 

※令和５年１月、区公式ホームページに健

康推進委員主催の健康学習会を紹介する

ページを作成し、活動の周知を進めてい

ます。（保健サービス課） 

○ 

 

◇公園のごみ箱について 

質問 回答 対応 

朝、富士公園に行くと、ごみ箱に公園で

出たもの以外の家庭ごみが捨てられてい

るのを目にします。そのごみを公園の清

掃係の方が中を開けて分別しています。

仕事とはいえ、そのようなことをさせて

しまい、とても申し訳なくなります。以前

はごみ収集日以外が多かったのですが、

最近は常時あるような気がします。 

そこで、高速道路のサービスエリアの

ような分別用のごみ箱を設け、今よりも

大きいものにできないでしょうか。 

区では、「ごみは捨てずに持ち帰る」とい

うマナーの定着が重要だと考えているため、

今後、区内公園のごみ箱の設置数を減少させ

ていく方向で考えています。 

現在、富士公園には、ごみ箱を２か所設置

しており、ごみ箱それぞれに家庭ごみの持ち

込みを禁止する掲示をしています。 

さらに、公園のごみに対する対策として、

清掃を週６回行い、家庭ごみ等が持ち込まれ

ないように、巡回警備も行っているところで

すが、もし家庭ごみが放置されている状態が

ありましたら、公園課にご連絡いただきます

ようお願いいたします。 

△ 
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◇新規町会居住者について 

質問 回答 対応 

近年、マンションやアパート等、新規の

建築が多く見受けられますが、これらの

新規入居者の町会への入会が非常に少な

くなっています。 

特に、外国人オーナーの場合は皆無で、

それに対し近隣の問題も多く見られ、コ

ミュニケーションもなく、対策が立てづ

らい状況です。 

町会人数の減少も加わり、町会の消滅

も考えられますが、区としての意見をお

伺いしたいです。 

集合住宅居住者の町会加入については、重

要な課題であると認識しています。 

区では、地域における町会の役割を知って

もらい、町会活動についての理解が深まれ

ば、活動への参加者や加入者の増加に期待で

きるものと考えます。町会の役割や活動を知

ってもらうためには、町会PRチラシや広報紙

の作成、イベント時のアピールなど興味を持

ってもらえるような取り組みが効果的です。 

そこで昨年度から、町会が抱える課題や悩

みに対して解決に向けたアドバイスをする

「アドバイザー派遣事業」も実施していま

す。町会のPRチラシや広報紙、「やさしい日

本語」による多言語パンフレットの作成、そ

の他の課題解決のために、町会へ専門のアド

バイザーを派遣し、町会活性化の支援を行っ

ているところです。 

今後も町会活性化、および町会加入促進に

努めてまいります。また、区民課から連絡し

ますので、ご相談いただければと思います。 

 

※令和４年11月、質問者に状況を確認し、「多

言語情報誌や、やさしい日本語講座も活用

できるので、町会長などと協議していただ

き、ご相談いただきたい」旨を伝えました。

（区民課） 

― 
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◇自転車の通行領域について 

質問 回答 対応 

駒形橋から吾妻橋に向かう江戸通り

（都営浅草線浅草駅周辺）に、自転車専用

の青い矢羽根マークがついていますが、

車が停車していて、道路の左側ではなく

中央寄りを走ってしまいます。 

車が停車しないように取り締まりはで

きないでしょうか。 

区では、路上駐車の取り締まりの権限がな

いため、今回のご意見については、所轄であ

る浅草警察署の交通規制係に確認しました。 

この区間は終日駐車禁止で、一部の区間に

おいて、平日の7:30～9:00の間、駐停車禁止

（人の乗降は可）の規制もかかっており、当

該区間については日常的に取り締まりを行

い、定期的に巡回しているとのことでした。 

通行する中で、特に悪質・危険な駐車など

を見つけた際は、匿名でも構わないので警察

に通報していただければと思います。 

このお話を聞き、区では改めて浅草警察に

巡回の強化等について申し入れをしました。 

引き続き警察等関係機関と連携し、交通安

全の確保に努めてまいります。 

● 

 

◇平和について 

質問 回答 対応 

数十年前、会社員として働いていると

きに、海外に行くことがあり、その中の１

つにウクライナがありました。首都の

キーウは古い町並みが残っており、大変

綺麗でした。また、ウクライナの方々は皆

優しい方ばかりであったと記憶していま

す。 

しかし、今年２月よりロシアによる軍

事侵攻が開始され、その様子をテレビで

見ていて大変心が痛み、戦争の悲惨さを

改めて思い知らされました。 

日本は世界で唯一の被爆国であり、戦

争についての恐ろしさを知っている国で

あると考えていますが、台東区では平和

について、どのような教育に取り組まれ

ているのかお伺いしたいです。 

台東区は戦後50年にあたる平成７年に、

「台東区平和都市宣言」を行いました。 

戦争の記憶を後世に伝えていくために、区

立学校では、社会科の歴史や国語の戦時下を

舞台とした物語教材、道徳などを中心に、平

和教育に取り組んでいます。 

また、近年は新型コロナウイルス感染症の

影響で実施できていませんが、各中学校１年

生の代表生徒を広島へ派遣するなど、戦争の

悲惨さや平和の尊さを学ぶ機会の充実を図

っています。 

さらに、戦争に関する資料を展示する「平

和に関するパネル展」の開催や、戦争に関す

る碑やモニュメントを紹介する「台東区平和

史跡マップ」を発行するなど、区民および来

街者に対して啓発を行っています。 

今後も平和に対する教育、および周知啓発

に取り組んでまいります。 

― 
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◇図書館の利用について 

質問 回答 対応 

中・高生の図書館の利用率が低いと聞

いたことがあります。私の子供も大学生

ですが、パソコンを使って勉強したくて

も座席数が少なく、２時間と制限等もあ

り使用しにくいようです。 

息子は近隣の区の図書館を利用してい

ます。自分の住んでいる区の施設が利用

できないのは残念です。 

今後、パソコンが使用できる、学習がで

きる場所を増やす予定はあるのでしょう

か。 

現在、中央図書館（12席）と谷中分室（3席）

の閲覧席と、根岸図書館の学習室の一部の席

(8席）について、電子機器の持込みができ、

パソコンの使用を可能としています。 

中央図書館については、より多くの皆様に

ご利用いただけるよう、パソコンの使用可能

な閲覧席、他の閲覧席についても、利用時間

を２時間とさせていただいています。 

また、他の図書館（石浜図書館・浅草橋分

室）では、パソコンの持込みはできませんが、

閲覧席とは別に「学習室」を設けており、延

長も含め最長６時間の利用が可能となって

います。 

パソコンが使用できる学習場所の拡大に

ついては、設置スペース等の課題もあるため

現在予定はありませんが、今後施設の改修等

がある際には、今回いただいたご意見を踏ま

えて検討してまいります。 

☆ 

 


